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最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

最低賃金引上げへの対応を含め、中小企業・小規模事業者が賃上げを行いやすい環境整備に向けた施策を推進することが重要である。

また、雇用形態に関わらない公正な待遇（同一労働同一賃金）の確保に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員転換等を推し進めて

いく必要がある。

加えて、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりを支援する。

監督署と連携した法の遵守徹底

・監督署の定期監督において、同一労
働同一賃金に関する確認を行い、雇
用環境・均等室等へ情報提供

・行政指導（報告徴収）、援助（調
停等）の実施

多様な働き方の

実現応援サイト

同一労働同一賃金の遵守の徹底

改正ガイドラインの周知

・令和８年４月に改正予定の「同一労働
同一賃金ガイドライン」の円滑な施行に向
けて、改正内容を周知

賃金引上げに取り組む企業の生産
性向上に向けた支援

「賃上げ支援助成金パッケージ」の
周知

生産性向上（設備・人への投資等）、
非正規雇用労働者の処遇改善等を通
じ、労働市場全体の賃上げを支援

「業務改善助成金」
「キャリアアップ助成金」
「働き方改革推進支援助成金」
「人材開発支援助成金」
「人材確保等支援助成金」

「働き方改革推進支援センター」等と
の連携

個別相談、セミナーなどの活用促進。各
支援機関との連携。関係省庁、地方
公共団体の支援策周知

最低賃金額の周知広報

改正された大分県最
低賃金、特定最低賃
金について、広く積極
的な周知を実施

最低賃金の履行確保・監督指導
未満率、影響率の高い業種等、最低賃
金の履行確保上、問題のある事業場を
的確に選定し、監督指導を実施
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大分県最低賃金

大分県における最低賃金額の推移

最低賃金制度の適切な運営
非正規雇用労働者の処遇改善・
正社員転換を行う企業への支援

地方版政労使会議の開催

働く人も企業も元気になる
大分県経済の好循環の実現のため
生産性の向上と労務費を含めた
適切な価格転嫁に取り組み

企業の力を高め
持続的な賃上げをめざします

～共同メッセージ～

大分県政労使会議

正規・非正規の格差是正への支援

キャリアアップ助成金（「正社員化コー
ス」「賃金規定等改定コース」及び「年
収130万円の壁」への対応として新
設した「短時間労働者労働時間延
長支援コース」等）の周知、活用勧
奨

キャリアアップ

助成金

課題

賃金引き上げ特設ページ

バランスのとれた待遇 差があってはならない
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人手不足対策

少子高齢化が進む中、地域での医療・介護サービス提供体制の確保や子育て支援は国民生活の喫緊の課題であり、医療・介護・保育分野におけ
る人材確保への支援に積極的に取り組む必要がある。
また、医療・介護・保育分野以外にも多くの職種において人材確保が困難な状況が継続している。特に中小企業においては、人手不足感が深刻化

しており、人材確保に向けた取組を支援していく必要がある。

医療・介護・保育分野における医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト等

アウトリーチ支援による求人充足支援の強化

その他の分野における人手不足対策等

・「医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」と銘打ち、ハローワークにおける最重要事
項として、アウトリーチによる求人充足支援を実施

・事業所訪問により雇用管理指導援助も含めた求人充足支援を実施
・ナースセンター等の関係機関や関係団体とも連携して人材確保を促進

雇用仲介事業者（職業紹介事業者、募集情報等提供事業者）への対応
・『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』において、業界団体と連携し周
知及び問題事案の把握に努める

・職業紹介事業者に対して、適正な事業運営を確保するための指導監督を実施

関係団体との連携
関係団体との連携強化に努め、雇用仲介事業者への指導監督等を実施することに
より、トラブル防止と雇用仲介事業の健全化を図る

その他の支援

・医療・介護・保育分野におけるマッチング支
援を強化するため、ハローワーク大分の「人
材サービスコーナー」等において、潜在求職
者の積極的な掘り起こし、重点的なマッチ
ングを実施

・医療・福祉人材確保推進協議会の場も
活用し、地方自治体や関係団体等と連
携した人材確保支援の充実を図る

・事業主等による雇用管理改善等の取組に
対する助成金（人材確保等支援助成
金）や雇用管理改善のコンサルティング、
県や介護労働安定センター等が取り組ん
でいる雇用管理改善施策等について周知
を実施

その他の人材不足分野におけるマッチング支援

・建設・運輸・警備分野などにおけるマッチング支援を強化するため、ハローワーク大分
の「人材サービスコーナー」を中心に、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人条件
緩和指導等により、重点的なマッチング支援を実施

・運輸・警備分野人材確保対策推進協議会の場も活用し、地方自治体や関係団
体等と連携した人材確保支援の充実を図る

雇用管理改善の取組による人材確保支援

いわゆる「スポットワーク」雇用仲介事業
者への対応

・いわゆる「スポットワーク」の仲介業について、
相談窓口に寄せられた情報を基に必要な
対応を行うとともに、違法が認められた場
合には適切に指導を実施

・「スポットワーク」を利用する使用者が労働
関係法令を遵守するための留意事項や
労働者が注意すべき事項について、本省
作成のリーフレットを活用した周知やチェッ
クリストを活用した指導等の実施

建設・運輸・警備分野などにおける人材確保に当たって、事業主等による雇用管理
改善等の取組に対する助成金（人材確保等支援助成金）や雇用管理改善のコン
サルティング等の周知を実施

課題
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リ・スキリング、労働移動の円滑化

リ・スキリングによる能力向上支援

教育訓練給付等による労働者個々
人の学び・学び直しの支援の促進

成長分野等への労働移動の円滑化

「教育訓練給付制度」等の周知

地域職業能力開発促進協議会の活
性化

訓練ニーズを把握し、ニーズに適した
公的職業訓練のコース設定等を実施

賃上げと人手不足緩和の好循環の実現に向けて、一人一人の生産性や付加価値を向上させることが重要である。また、DX・生成AIの普及など企

業経営が複雑化する中、リ・スキリングを含め、労使協働による職場における学び・学び直しの取組を広め、人材確保に繋げていくことが重要である。

労働者のキャリア形成やリ・スキリング
の取組を促すための相談支援事業
等の拡充

「キャリア形成・リスキリング支援セン
ター」等を設置

求職者支援制度の活用促進

公的職業訓練のデジタル推進人材
の育成支援
デジタル人材育成のための「実践の場」
開拓モデル事業の周知

非正規雇用労働者等が働きながら
学びやすい職業訓練の本格実施

オンラインを活用した職業訓練の実施

人材開発支援助成金による人材
育成の推進

全世代型リ・スキリングを促進する
国民運動の実施

「事業展開等リスキリング支援コース」の
積極的な活用勧奨を実施

「job tag」や「しょくばらぼ」の活用に
よる労働市場情報の見える化の促進

円滑な労働移動を可能とするために
「job tag」や「しょくばらぼ」に加え、「みん
なの労働ナビ」の積極的な周知広報を
実施

ハローワークにおけるキャリアコンサル
ティング機能の充実等

・来所困難者等を対象とした雇用保険
のオンライン失業認定の適切な運用
を実施

・ハローワーク職員に対し、キャリアコンサ
ルタント資格取得促進の研修を実施

・ハローワークが実施している各種サービ
スの利用促進を図るため、SNS等に
よる周知広報を実施

地域雇用の課題に対応する地方公共
団体等の取組の支援

・「雇用対策協定」により、国と地方が一
層連携して地域の雇用対策を実施

・地方公共団体が行う業務と国が行う
無料職業紹介を一体的に実施

・地域雇用活性化推進事業への応募
勧奨や、実施地域に対して適切な支
援を実施

都市部から地方への移住を伴う地域を
越えた再就職等の支援

・求人情報や生活関連情報の提供を行う
など、求職者の希望を踏まえた個々の
ニーズに応じた支援を実施

・関係団体と共催にて開催しているUIJ
ターン就職フェアについて、求職者へ広く
周知し、マッチング機会の増大を図る

賃金上昇を伴う中途採用者の雇用拡
大を図る事業主への支援

「早期再就職支援等助成金」の積極的
な周知を実施求職活動状況等を踏まえた適切な受

講勧奨を実施

関係機関等と連携して、リ・スキリングの
重要性や必要性について情報発信

課題
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多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

課題

女性の正規雇用比率がいわゆる「Ｌ字カーブ」となって
いるほか、男女間賃金差異は依然として大きく、女性管
理職の割合も国際的に見るとその水準は低いといった課
題がある。

課題

パワーハラスメントに関する相談件数の増加傾向が顕著
であること等から労働施策総合推進法等の履行確保等
を進める必要がある。
さらに、カスハラ及び就活セクハラを防止する対策が令和

８年10月１日から事業主に義務付けられるため、この周
知に取り組む必要がある。

課題

労働者数 公表内容※²

301人以上
男女間賃金差異及び女性管理職比率に
加えて２項目以上を公表

101人～300人
男女間賃金差異及び女性管理職比率に
加えて１項目以上を公表
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パワーハラスメント

いじめ・嫌がらせ

いじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントに係る労働相談の状況｜大分県

総合労働相談コーナー集計

（年度）

（件）

経済社会の活力を維持・向上させるためには、
高年齢者、障害者、外国人、中高年齢層、
若年者など多様な人材の活躍促進が必要で
ある。

高齢者の活躍促進
・70歳までの就業機会確保等に向けた支援
・ハローワークの生涯現役支援窓口などでのマッチング支
援

・シルバー人材センターにおける就業機会の確保

障害者の就労支援

・ハローワークのマッチング機能強化による雇入れ
等の支援

・多様な障害特性に対応した就労支援
・雇用を促進するためのテレワークの支援
・公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

外国人求職者への就職支援等

・ハローワークの外国人相談コーナーでの就職支援
・ハローワーク等における多言語相談体制の整備
・外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援
助

就職氷河期世代を含む中高年層へ向けた就労
支援
ハローワーク大分に専門窓口を設置し、キャリアコンサル
ティング、就職後の定着支援等を実施

若年者への就労支援

・地域若者サポートステーション、新卒応援ハローワーク
等での個々の状況に応じたきめ細かな支援

・SNS等を活用したハローワークの支援内容等
の情報発信

男女雇用機会均等法の確実な履行確保

報告徴収の実施等により、募集・採用、配置・昇進・

 昇格、教育訓練等について、法の履行確保を図る

改正女性活躍推進法の周知
・令和８年４月１日から、常時使用する労働者数101

人以上の事業主について、新たな情報公表が義務付

けられたことから、その改正内容の周知に取り組む

・公表場所は女性の活躍推進企業データベース※¹が適

切であることから、その活用勧奨を図る

※¹ 女性の活躍 ※² 選択する
推進企業 公表項目は
データベース こちらを参照

えるぼし認定
えるぼし認定制度の周知と取得勧奨を図る

労働施策総合推進法等の履行確保

ハラスメント防止措置を講じていない事業主に対して

報告徴収（又は報告請求）、援助（調停等）の

実施により法の履行確保を図る

カスハラ対策等の義務化の周知等

令和８年10月１日施行のカスタマー

ハラスメント対策及び求職者等に

対するセクシュアルハラスメント対策

の義務化について周知と法の履行確保を図る

あかるい職場応援団の活用促進

ハラスメント対策に活用できる研修用動画、

研修資料、裁判例、取組事例を掲載

多様な人材の活躍促進

女性活躍推進に向けた取組促進等

総合的なハラスメント防止対策の推進

マザーズコーナーによる子育て中の女性等に対する
就職支援の実施

・子育て中の女性等を対象とした専門窓口（マザーズ
コーナー）において、求職者のニーズに応じたきめ細か
な就職支援を実施

・仕事と子育ての両立がしやすい求人確保の推進
・SNS等を活用した情報発信の強化、自宅でも求職活
動ができるオンラインでの就職支援サービスの推進 ４



長時間労働のさらなる抑制に向けて取り組む必要が
ある。
14次労働災害防止計画に基づくアウトプット指標・ア

ウトカム指標について目標を達成できるよう、必要な取
組を進めていく必要がある。
 また、被災労働者等に対してセーフティネットの役割
を果たすため、迅速・適正な労災保険給付を行う必要
がある。

多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

男女とも仕事と育児等を両立できる社会を実現する
とともに多様な人材がその能力を最大限生かして働くこ
とができるよう、個々のニーズ等に基づいて多様な働き
方を選択でき、活躍できる環境を整備することが重要
である。
また、各企業において柔軟な働き方が進むよう各種

施策を講じるとともに、働き方・休み方改革の推進や年
次有給休暇の取得促進等を行う必要がある。

課題 課題

フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、
フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保を
図る。また、自らの働き方が労働者に該当する可能性
があると考えるフリーランスからの相談にも適切に丁寧に
対応する必要がある。

課題

地域 女性 男性

令和６年
全国 86.6％ 40.5％

大分 98.0％ 32.7％

全国 大分

66.9％ 72.8％

① 書面等による取引条件の明示

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払い

③ 禁止事項

④ 募集情報の的確表示

⑤ 育児介護と業務の両立に対する配慮

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示

発注事業者の義務内容

取引の適正化 所管 公正取引委員会・中小企業庁

就業環境の整備 所管 労働局雇用環境・均等室

※6か月以上の
業務委託の場合

※6か月以上の
   業務委託の場合

※１か月以上の業務委託の場合

フリーランス

相談

フリーランスと発注事業者
等の取引上のトラブルに
ついて、フリーランスが
弁護士にワンストップで
相談できる窓口です。

フリーランス・トラブル110番

0120－532－110
受付時間11:30～19:30（土日祝日を除く）

長時間労働の抑制

時間外労働上限規制の遵守を含む労働条件確保に
向けた監督指導の実施

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

労働条件の確保・改善対策
最低基準である労働基準関係法令の履行確保、労
使の自主的な取組を促すことや、労務管理体制が十
分でない中小企業・小規模事業者等に対する丁寧
な相談・支援

労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

段階的に施行される改正労働安全衛生法について積
極的に周知・啓発

労災保険給付の迅速・適正な処理

社会的関心が高い過労死等事案をはじめとする労災
請求事案の、認定基準等に基づく迅速・適正処理

育児休業取得率｜上段＝全国、下段＝大分

※男性の育児休業取得率の政府目標「令和12年までに85％」
※資料出所｜全国＝雇用均等基本調査、大分＝大分県労働福祉等実態調査結果

育児・介護休業法の履行確保
・報告徴収の実施により、法の履行確保を図るとともに、

改正法の周知に取り組む

仕事と育児等の両立を支援する措置の周知
・産後パパ育休、パパ・ママ育休プラス、育児目的休暇

等の男性の育児に資する制度等の周知に取り組む

・両立支援等助成金による支援に取り組む

次世代育成支援対策の推進
・大分県のくるみん認定状況（令和８年２月末現在）

くるみん認定企業 ・・・60社

うち、プラチナくるみん認定・・・ ６社

うち、くるみんプラス認定 ・・・ １社

年次有給休暇取得率｜令和６年

※資料出所

全国｜就労条件総合調査

大分｜大分県労働福祉等実態調査結果

フリーランス法の履行確保
・委託事業者のフリーランスに対する就業環境の整備に

ついて、調査、是正指導により法の履行確保を図る

・フリーランスからの就業環境整備違反に関する申出や

相談に適切に対応する。

フリーランス・トラブル110番
・委託事業者との間の取引上のトラブルについて相談が

あった場合は「フリーランス・トラブル110番」を紹介する。

仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現
に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

安全で健康に働くことができる環境づくり

フリーランス等の就業環境の整備
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